
は
じ
め
に

一
全
国
的
な
動
向

1

禁
教
の
発
端
と
殉
教

2

禁
教
諸
制
度
の
創
始
と
鎖
国

3

宗
門
改
体
制
の
確
立

4

小
括

二
慶
長
・
元
和
期
の
京
・
大
坂

1

大
久
保
上
洛
と
迫
害

2

大
坂
の
陣
と
キ
リ
シ
タ
ン

3

元
和
五
年
の
殉
教

4

褒
賞
制

三

寛

永

期

1

第
一
期
（
寛
永
十
年
ま
で
）

第
二
期
（
寛
永
十
一
、
二
年
）

2
 

目

次

は
じ
め
に

日
本
史
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
問
題
を
扱
う
と
い
う
と
、
何
か
し

ら
特
殊
な
分
野
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。

南
蛮
趣
味
や
異
国
情
緒
を
追
う
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

今
日
の
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
喧
伝
す
る
余
り
、

そ
の
成
果
を
日
本
史
全
体
の
中
に
位
置
付
け
る
と
い
う
、
極
め
て
基
本

的
な
作
業
を
等
閑
に
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
に
伝
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
異
常
な
勢
い
で
普
及
し
た
の
は
何

故
か
、
豊
臣
・
徳
川
封
建
権
力
に
抵
触
す
る
も
の
は
何
か
、
日
本
の
民

衆
は
果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
、
受
容
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
は
、
私
た
ち
の
前
に
依
然
と
し
て
あ
り
、
首
肯
で
き
る

答
え
は
未
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
期
（
寛
永
十
六
年
以
降
）

む
す
び

3
 

畑

京
・
大
坂
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
に
つ
い
て

中

み

ゆ

き

- 31-



私
は
、
日
本
史
の
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
人
の
精
神
的
営
為
や
日
本
史
の
本
質
的
な
構
造
に
、
少
し
で
も
迫
り

た
い
と
思
う
。

キ
リ
シ
タ
ン
史
は
、
あ
く
ま
で
自
国
史
構
築
の
一
方
法
で
あ
る
。
キ

リ
シ
タ
ン
は
C
h
r
i
s
t
i
a
n
で
は
な
く
、
「
吉
利
支
丹
」
で
あ
り
、
「
切

支
丹
」
な
の
で
あ
る
。

勿
論
、
大
航
海
時
代
と
い
う
世
界
史
的
状
況
を
意
識
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
が
、
日
本
史
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
関
係
を
突
き
詰
め
る
と
い
う
立

場
を
忘
れ
た
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
視
角
で
、
近
世
初
期
の
京
・
大
坂
に
お
け
る
キ

リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

仏
教
伝
来
の
頃
と
違
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
外
来
宗
教
を
峻
拒

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
国
家
は
そ
の
枠
組
み
を
自
ら
設
定
し
始
め

た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
過
程
と
近
世
国
家
形

成
過
程
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

禁
教
政
策
と
は
、
信
者
を
迫
害
・
抹
殺
す
る
こ
と
に
の
み
終
始
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
寺
請
制
を
生
み
、
宗
門
改
制
度
を
導
い
て
、
民
衆
支

配
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
教
統
制
の
外
観
を
呈
し
な
が
ら
、

結
果
的
に
は
巧
妙
な
手
段
の
支
配
政
策
と
な
り
、
反
幕
府
勢
力
を
封
じ

込
ん
だ
。

近
世
初
期
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
神
儒
仏
教
と
の
宗
教
的
、
哲

学
的
対
決
に
敗
北
し
た
の
で
は
な
く
、
政
治
的
に
葬
り
去
ら
れ
よ
う
と

し
た
。
む
し
ろ
政
治
的
、
国
家
的
圧
殺
の
後
に
、
神
儒
仏
の
キ
リ
シ
タ

ン
排
撃
が
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
歴
史
は
、
東
北
、
西
国
諸
藩
中
心
に
個
別
研
究

が
進
み
、
各
々
全
国
的
状
況
を
踏
ま
え
て
、
特
色
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
く
、
布
教
も
盛
ん
で
あ
っ
た
上
方
の

実
態
は
、
あ
ま
り
詳
ら
か
で
な
い
。

幕
藩
制
確
立
期
の
京
・
大
坂
は
、
江
戸
に
対
峙
す
る
都
市
で
あ
っ
た
。

故
に
、
当
地
域
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
り
に
関
し
て
も
、
あ
る
程
度

の
先
進
性
や
徹
底
性
を
指
摘
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

本
稲
で
は
、
ま
ず
、
禁
教
政
策
の
全
国
的
動
向
を
概
観
し
、
更
に
京

・
大
坂
地
域
で
の
展
開
を
追
っ
て
、
こ
れ
ま
で
明
瞭
で
な
か
っ
た
、
京

・
大
坂
キ
リ
シ
タ
ン
の
終
末
を
少
し
で
も
具
現
し
て
み
た
い
と
思
う
。

全
国
的
な
動
向

1

禁
教
の
発
端
と
殉
教

徳
川
幕
府
が
初
め
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
意
を
表
わ
す
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
岡
本
大
八
事
件
で
あ
る
。

慶
長
十
七
年
（
一
六
―
二
）
―
―

l

月
、
本
多
正
純
与
力
岡
本
大
八
と
肥
前

日
野
江
城
主
有
馬
晴
信
の
間
に
贈
収
賄
事
件
が
生
じ
た
。
岡
本
大
八
が

睛
信
に
旧
領
還
付
の
斡
旋
を
も
ち
か
け
、
金
品
を
願
し
取
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
与
力
と
西
国
大
名
が
知
行
問
題
を
云
々
す
る
と
い
う
、
幕

藩
制
の
根
幹
に
触
れ
る
、
許
さ
れ
ざ
る
大
事
で
あ
っ
た
。
更
に
、
晴
信
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が
長
崎
奉
行
暗
殺
を
企
て
た
こ
と
が
露
顕
し
て
、
大
八
は
火
刑
、
晴
信

は
流
罪
の
後
、
切
腹
と
な
る
。

両
名
と
も
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
が
、
取
り
調
べ
が
進
む
う
ち
、
駿

府
の
家
康
の
周
囲
に
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
旗
本
や
侍
女
が
い
る
こ
と
が
判

明
し
、
禁
教
へ
と
発
展
し
た
。

（
慶
長
十
七
年
三
月
）

十
二
日
此
比
ば
て
れ
ん
宗
に
日
本
人
成
事
堅
被
禁
、
小
笠
原
権

之
丞
、
榊
原
加
兵
衛
、
原
主
水
、
此
外
五
三
輩
被
＝
改
易
—
‘
至
ー
ー
自

今
以
後
1

は
、
十
人
組
に
諸
奉
公
人
を
な
し
て
、
若
其
中
の
者
於
レ

①
 

成
ー
ー
彼
派
ー
は
、
則
可
ー
ー
申
出
ー
と
の
者
也
。

駿
府
旗
本
衆
を
対
象
に
十
人
組
を
編
成
し
、
組
中
の
相
互
監
視
の
下

に
、
信
者
の
探
索
を
命
じ
て
い
る
。

ま
た
、
「
駿
府
記
」
は
岡
本
大
八
火
刑
の
記
事
に
続
い
て
、

召
ー
ー
板
倉
伊
賀
守
ー
、
南
蛮
記
利
志
旦
之
法
、
天
下
可
ー
ー
停
止
一
之
旨

被
ー
ー
仰
出
—
‘
於
＝
京
都
一
彼
宗
之
寺
院
可
ー
ー
破
却

1
云
々
、
是
夷
秋
之

R
 

邪
法
、
而
乱
1

一
仏
法
之
正
理
一
故
也
、

京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
に
教
会
堂
破
壊
を
命
じ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
邪

教
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
家
康
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
意
向
は
、
全
国
的
禁
令
と
意
識
さ

R
 

れ
て
、
秋
田
藩
の
「
梅
津
政
景
日
記
」
に
も
「
国
々
御
法
度
」
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

同
十
七
年
（
一
六
―
二
）
八
月
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
の
初
の
成
文

④
 

法
令
が
出
さ
れ
た
。

翌
慶
長
十
八
年
(
-
六
一
三
）
、
金
地
院
崇
伝
起
草
の
い
わ
ゆ
る
「
伴

R
 

天
連
追
放
文
」
が
世
に
出
る
が
、
こ
れ
は
、
崇
伝
が
家
康
に
急
拠
命
ぜ

ら
れ
て
、
徹
夜
で
作
成
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
秀
忠
の
名
を
以
て
布

告
さ
れ
た
同
文
は
、
爾
来
幕
府
キ
リ
シ
ク
ン
禁
教
政
策
の
祖
法
と
な
る
。

そ
れ
は
、
日
本
は
神
仏
一
致
の
国
体
で
あ
る
か
ら
、
邪
法
で
あ
る
キ
リ

シ
タ
ン
は
退
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
い
、
紛
れ
も
な
く
秀
吉
政
権
神
国

思
想
の
継
承
、
発
展
で
あ
る
。
必
然
的
に
、
家
康
も
秀
吉
同
様
、
自
己

神
格
化
を
望
み
、
東
照
大
権
現
と
な
っ
て
ゆ
く
。

崇
伝
の
「
伴
天
連
追
放
文
」
は
、
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
の
息
子
重

宗
に
よ
っ
て
、
京
都
へ
も
持
参
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
筆
頭
年
寄
大
久

保
忠
隣
が
京
坂
キ
リ
シ
タ
ン
掃
蕩
の
総
奉
行
と
し
て
入
京
す
る
。

十
九
日
伴
天
連
門
徒
為
レ
可
レ
有
ー
ー
御
追
払
ー
、
大
久
保
相
摸
守
子
―
―

R
 

京
都
面

J

レ
被
レ
遣
之
旨
被
ー
ー
仰
出
一
云
々
、

こ
の
京
坂
の
弾
圧
の
際
に
寺
請
の
創
始
が
み
ら
れ
る
が
、
忠
隣
上
洛

に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
十
月
、
幕
府
は
高
山
右
近
、
内
藤
如
庵
ら

と
宣
教
師
、
信
者
九
十
五
人
を
マ
カ
オ
、
マ
ニ
ラ
に
追
放
し
た
。

一
連
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
は
、
大
坂
の
陣
へ
の
布
石
と
し
て
、

反
幕
府
勢
力
と
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
結
託
を
断
ち
切
る
意
味
を
有
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

大
坂
の
陣
の
後
、
家
康
が
死
に
、
江
戸
、
駿
府
二
元
政
治
は
終
息
し

て
、
秀
忠
の
下
再
び
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
が
展
開
さ
れ
る
。

元
和
二
年
(
-
六
一
六
）
八
月
、
秀
忠
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
船
の
長
崎
、
平

⑦
 

戸
二
港
集
中
令
を
出
す
。
こ
の
貿
易
制
限
令
の
中
で
も
、
キ
リ
シ
ク
ン
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禁
制
を
説
き
、
そ
れ
を
「
相
国
様
」
の
「
仰
出
」
と
し
て
い
る
。

秀
忠
は
禁
教
を
強
化
し
、
各
地
で
信
者
の
処
刑
を
行
な
っ
た
。
元
和

五
年
（
一
六
一
九
）
に
は
京
都
七
条
河
原
で
信
者
五
十
二
人
が
火
刑
と
な

り
、
同
八
年
（
一
六
二
二
）
八
月
、
長
崎
で
宣
教
師
と
信
者
五
十
五
人
が

処
刑
さ
れ
、
元
和
の
大
殉
教
と
後
世
呼
ば
れ
て
い
る
。

2

禁
教
諸
制
度
の
創
始
と
鎖
国

姉
崎
正
治
は
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
禁
断
は
、
幕
府
の
重
要
政
策
と

な
り
、
爾
後
二
三
十
年
の
間
に
、
大
体
に
於
て
宗
門
根
絶
の
功
を
奏
し

⑧
 

た
。
寛
永
末
年
以
後
は
つ
ま
り
宗
門
残
徒
剰
滅
の
歴
史
」
と
説
明
し
た
。

宗
門
が
根
絶
さ
れ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
寛
永
期
は
キ
リ
シ
タ
ン

禁
教
の
た
め
の
諸
制
度
が
成
立
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
る
。

絵
踏
は
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
頃
長
崎
で
始
め
ら
れ
、
同
十
二
年

⑨
 

（
一
六
三
五
）
に
は
、
全
国
的
に
寺
請
が
実
施
さ
れ
る
に
至
る
。

ま
た
、
寺
請
制
度
と
並
ん
で
、
信
者
発
見
に
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
も
の
に
、
訴
人
褒
賞
制
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
元
和
四
年
(
-
六
一

八
）
、
長
崎
で
行
な
わ
れ
た
信
者
密
告
の
奨
励
は
、
島
原
・
天
草
の
乱
を

機
に
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
公
儀
褒
賞
制
と
な
る
。
訴
人
褒
賞
令
は

高
札
に
記
さ
れ
、
幕
末
に
及
ん
だ
。
こ
れ
が
、
民
衆
相
互
の
監
視
状
態

を
生
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

⑩
 

寛
永
十
年
(
-
六
三
三
）
二
月
、
家
光
は
十
七
カ
条
の
覚
を
以
て
、
奉

書
船
以
外
の
海
外
渡
航
と
外
国
に
定
住
し
た
邦
人
の
帰
国
を
禁
止
し
、

キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
強
化
を
宣
言
し
た
。
一
連
の
鎖
国
令
の
第
一
弾
で

3
 

あ
る
。以

後
、
鎖
国
令
は
寛
永
十
一
年
(
-
六
三
四
）
、
十
二
、
十
三
年
と
毎

年
の
よ
う
に
発
令
さ
れ
、
更
に
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
の
島
原
・
天

草
の
乱
の
体
験
に
よ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
1
1
邪
宗
門
観
を
ま
す
ま
す
強
め

て
、
同
十
六
年
（
一
六
三
九
）
ボ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
を
禁
じ
、
鎖
国
は

完
成
す
る
。

鎖
国
体
制
を
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
面
か
ら
言
え
ば
、
外
国
人
宣
教
師

の
入
国
潜
伏
が
至
難
と
な
っ
て
、
信
仰
は
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
幕
府
は
旧
教
国
と
の
断
交
に
よ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
国

家
的
規
模
で
拒
絶
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
。

以
上
観
て
き
た
寛
永
期
を
小
括
す
れ
ば
、
島
原
・
天
草
の
乱
以
前
か

ら
キ
リ
シ
タ
ン
詮
索
の
諸
制
度
は
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
乱
は

禁
制
強
化
の
口
実
と
も
な
る
事
件
で
は
あ
っ
た
。
乱
の
結
果
、
寺
請
状

を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
等
と
い
う
認
識
は
、
早
く
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

宗
門
改
体
制
の
確
立

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
、
武
家
諸
法
度
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
条
項

が
加
え
ら
れ
る
。
以
後
の
禁
教
政
策
を
概
観
す
る
と
、
諸
制
度
の
緻
密

化
、
徹
底
化
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

ま
ず
幕
府
戦
制
か
ら
言
え
ば
、
島
原
・
天
草
の
乱
後
、
キ
リ
シ
タ
ン

禁
制
は
大
目
付
井
上
政
重
が
担
当
し
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
ま
で
辣

腕
を
ふ
る
っ
た
。
井
上
引
退
後
は
、
大
目
付
北
条
氏
長
、
作
事
奉
行
保
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田
宗
雪
が
宗
門
改
役
を
命
じ
ら
れ
る
。
以
降
幕
府
宗
門
改
役
は
、
大
目

付
と
作
事
奉
行
か
ら
各
一
名
が
兼
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
名
の
構
成

で
幕
末
に
至
っ
た
。

ま
た
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
は
、
代
官
、
諸
大
名
に
宗
門
改
専

⑪
 

任
の
役
人
を
設
置
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

一
連
の
宗
門
改
制
度
は
、
宗
旨
人
別
帳
作
成
の
布
達
を
以
て
完
成
さ

れ
た
と
言
え
よ
う
。
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
十
月
、
勘
定
頭
徳
山
重

政
、
杉
浦
正
綱
、
松
浦
信
貞
の
連
名
で
、

宗
門
改
之
儀
ー
一
付
御
代
官
江
達

其
方
御
代
官
所
耶
蘇
宗
門
改
之
儀
被
入
御
念
侯
由
ー
一
候
得
共
、
弥

無
油
断
可
被
申
付
候
、
向
後
ハ
百
姓
一
軒
ツ
、
人
別
帳
江
記
レ
之
、

一
村
切
ー
一
男
女
之
人
数
寄
を
致
シ
、
又
一
郡
切
ー
一
成
共
、
国
切
ー
一
成

と
も
、
都
合
を
し
め
、
自
今
以
後
無
僻
怠
被
申
付
、
帳
を
作
、
手

前
ー
一
被
差
置
、
此
方
江
ハ
当
年
之
適
り
一
紙
手
形
可
被
差
上
侯
、
（
以

＠
 

下
略
）

と
、
家
並
の
宗
旨
人
別
帳
の
作
成
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
直
轄
領
宛

て
で
あ
る
が
、
全
国
的
に
諸
藩
に
も
及
ぼ
さ
れ
て
い
っ
た
。

宗
旨
人
別
帳
は
、
寛
永
十
一
年
(
-
六
三
四
）
頃
か
ら
作
ら
れ
て
い
る

が
、
寛
文
期
に
は
、
そ
の
作
成
が
法
令
と
し
て
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ

れ
が
勘
定
頭
の
発
令
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
旨
人
別
帳
が
宗
教
統
制
の
み

な
ら
ず
、
租
税
賦
課
の
基
礎
台
帳
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

宗
門
改
制
度
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
の
所
産
で
あ
る
が
、
そ
の
確

立
に
は
当
然
寺
檀
制
度
や
本
末
制
の
成
立
が
必
要
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ

ン
は
徹
底
弾
圧
、
他
方
仏
教
は
懐
柔
し
な
が
ら
支
配
の
傘
下
に
入
れ
、

両
者
を
操
り
な
が
ら
、
幕
府
は
人
民
支
配
を
貫
徹
し
た
の
で
あ
っ
た
。

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
六
月
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
に
つ
い
て
の

⑮
 

規
定
が
出
さ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
本
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
配
偶
者
、
子

孫
ま
で
幕
府
の
掌
握
、
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

更
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
に
つ
い
て
、
死
亡
・
出
産
・
縁
付
．
住
所

替
．
欠
落
・
出
家
・
名
跡
名
替
・
離
別
等
の
際
の
届
出
を
命
じ
た
の
は
、

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
は
類
族
の
一
生
を
監
視
、

監
督
し
た
。

小
括

幕
府
法
令
を
中
心
に
、
徳
川
政
権
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
を
概
括

し
て
み
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
と
同
じ
く
弾
圧
を
受
け
た
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
は
、

「
国
土
の
本
質
は
仏
国
で
あ
り
、
現
実
の
封
建
領
主
は
国
土
の
本
質
的

⑭
 

所
有
者
で
は
な
い
と
い
う
」
「
反
権
力
的
性
格
」
を
有
す
る
と
言
わ
れ

る
。
キ
リ
シ
タ
ン
も
、
秀
吉
神
国
思
想
と
の
対
立
以
来
、
神
儒
仏
三
教

一
致
の
日
本
に
と
っ
て
、
邪
教
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
き
た
。

が
、
徳
川
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
は
、
そ
う
い
っ
た
思
想
的
対
立

以
上
に
、
政
治
的
色
彩
が
濃
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
幕
府
は
禁
教
に

よ
っ
て
、
鎖
国
に
よ
っ
て
、
国
内
統
治
を
強
化
し
、
近
世
国
家
と
し
て

滑
り
出
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4
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ー

註

①
「
当
代
記
」
『
史
籍
雑
纂
』
二
、

119
頁

R
「
駿
府
記
」
『
史
籍
雑
纂
』
二
、

231
頁

③
「
梅
津
政
景
日
記
」
一
『
大
日
本
古
記
録
』
、

27
し
28
頁

④
「
御
当
家
令
条
」

m号
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
二
、

206lm頁

⑤
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
一
三
、

190
頁

⑥
「
駿
府
記
」
『
史
籍
雑
纂
』
二
、

219
頁

⑦
「
御
当
家
令
条
」

219
号
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
二
、

IIo
頁

⑧
姉
崎
正
治
『
切
支
丹
宗
門
の
迫
害
と
潜
伏
』
、

2
頁

⑨
蓋
田
伊
人
「
『
切
支
丹
改
め
』
開
始
年
代
を
確
定
す
る
一
史
料
」
、

理』

65ー

2
、
79
頁

⑩
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
六
、
一

0
1
9

号、

m
i
m頁

⑪
『
正
宝
事
録
』
第
一
巻
、
印
号
、
頂
し
121
頁

⑫
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、

l
6
l
i

号、

219
頁

⑬
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、

l

6

一6

号、

m頁

⑭
藤
井
学
「
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
」
、
旧
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近
世
3
、

131
頁

慶
長
・
元
和
期
の
京
・
大
坂

『
歴
史
地

大
久
保
上
洛
と
迫
害

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幕
府
は
慶
長
十
八
年
十
二
月
(
-
六
一
四
）
、

「
伴
天
連
追
放
文
」
発
令
と
共
に
、
年
寄
大
久
保
忠
隣
を
京
坂
キ
リ
シ

タ
ン
掃
蕩
の
総
奉
行
に
任
命
し
、
上
洛
を
命
じ
る
。
こ
れ
が
、
京
・
大

坂
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
忠
隣
は
「
依
ー
ー
事
之
体
一
九

①
 

州
長
崎
ま
て
可
ー
ー
罷
下
―
」
と
い
う
、
並
々
な
ら
ぬ
決
意
を
以
て
京
都
に

向
か
う
。

（
マ
マ
）
（
炭
長
十
九
年
正
月
）

大
久
保
相
摸
守
昨
日
十
七
日
京
着
、
藤
堂
和
泉
守
屋
形
に
宿
す
、

京
大
坂
之
伴
天
連
宗
迷
惑
此
事
也
。
伴
天
連
師
匠
寺
有
ー
ー
ニ
箇
所
1

ヽ

右
之
内
西
京
寺
は
被
ー
ー
焼
払
ー
、
四
条
町
中
に
可
レ
有
レ
之
寺
は
、
厭
―
―

類
火
と
ほ
ち
て
被
l
l

火
付
ー
、
師
匠
両
人
は
無
レ
構
ー
一
家
財
一
西
国
へ

R
 

退、

京
都
で
は
二
つ
の
教
会
堂
が
破
壊
さ
れ
、
摘
発
し
た
信
者
を
、
見
せ
し

⑧
 

め
の
た
め
に
俵
詰
め
に
し
て
拷
問
を
加
え
る
な
ど
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
久
保
忠
隣
の
起
用
は
、
幕
府
に
と
っ
て
二
つ
の
意
味

を
持
っ
て
い
た
。
大
久
保
長
安
不
正
事
件
で
窮
地
に
立
っ
て
い
た
忠
隣

は
、
更
に
叛
逆
の
訴
え
に
遭
っ
て
お
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
追
放
の
総
奉
行

拝
命
を
「
如
斯
ト
ハ
夢
ニ
モ
不
知
、
奉
畏
」
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
っ

て
い
た
。
そ
の
彼
が
、
慶
長
十
九
年
二
六
一
四
）
正
月
晦
日
に
は
改
易

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
忠
隣
が
、
本
多
正
信
・
正
純
父
子
と
の
政
争
に

敗
北
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
忠
隣
を
江
戸
か
ら
離
れ
た
京
都
で
改
易
処
分
に
す
る
意

図
と
、
大
坂
の
陣
を
控
え
て
キ
リ
シ
タ
ン
と
反
幕
府
勢
力
と
の
結
び
付

き
を
断
っ
て
お
こ
う
と
す
る
意
図
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ズ

ス
会
側
で
も
、

将
軍
が
こ
の
武
将
を
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
為
派
遣
し
た
と
云
う
の

は
、
そ
れ
は
外
的
な
名
目
で
、
実
は
彼
の
犯
し
た
過
失
の
為
無
闇
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に
血
を
流
す
こ
と
を
好
ま
な
い
将
軍
は
、
多
く
の
殺
生
な
し
に
、

こ
の
武
将
の
大
き
な
禄
を
は
ぎ
取
り
、
大
変
重
要
な
―
つ
の
城
を⑤

 

没
収
し
よ
う
と
云
う
の
が
、
本
当
の
そ
し
て
主
な
意
向
で
あ
っ
た

と
分
析
し
て
い
た
。

こ
の
慶
長
末
年
の
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
際
に
は
、
棄
教
を
目
的
に
し

た
信
者
名
簿
が
作
ら
れ
た
。

此
の
追
放
令
の
最
初
の
き
ざ
し
且
つ
は
結
果
と
し
て
、
将
軍
は
都

に
住
む
全
キ
リ
シ
タ
ン
の
名
簿
作
製
を
命
じ
ま
し
た
。
続
い
て
、

大
坂
、
伏
見
、
堺
の
各
奉
行
も
上
命
に
よ
り
、
同
じ
名
簿
を
作
り

上
げ
ま
し
た
。
京
の
町
で
は
、
例
の
名
薄
の
作
製
は
昨
一
六
一
三

⑥
 

年
十
二
月
廿
七
日
（
太
陽
暦
）
に
着
手
さ
れ
ま
し
た
。

更
に
注
目
す
べ
き
は
、
信
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
も
宗
派
別
の
名
簿
を

作
る
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
の
動
揺
を
さ
け
る
為
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
各
宗

ゼ
ン
チ
ョ

派
に
属
す
る
者
の
数
を
調
べ
た
か
っ
た
の
か
、
兎
に
角
、
異
教
徒

も
皆
宗
派
別
に
名
鏑
に
記
入
す
べ
し
と
の
命
で
し
た
。
併
し
な
が

ゼ
ン
チ
ョ

ら
異
教
徒
の
名
簿
は
そ
の
日
限
り
で
中
止
さ
れ
、
翌
日
か
ら
は
キ

リ
シ
タ
ン
の
み
と
な
り
ま
し
ね
。

こ
れ
は
実
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ま
さ
に
宗
旨
人
別
懐
の
体
裁
を
な
す
も

の
が
出
来
上
が
っ
た
に
相
違
な
い
。

幕
府
は
慶
長
十
三
年
（
一
六
0
八
）
か
ら
元
和
元
年
(
-
六
一
五
）
に
か

け
て
、
集
中
的
に
諸
寺
院
法
度
を
発
布
し
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
取
締

り
と
仏
教
統
制
を
同
時
に
遂
行
し
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。

異
教
徒
の
名
簿
作
り
が
中
止
さ
れ
た
理
由
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、

「
各
宗
派
に
属
す
る
者
の
数
を
調
べ
た
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
宣
教
師

の
報
告
は
、
あ
な
が
ち
憶
測
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

ま
た
こ
の
と
き
、
寺
請
制
が
創
始
さ
れ
て
い
る
。
片
桐
且
元
害
状
の

な
か
で
、宗

師
之
者
共
こ
ろ
ひ
候
て
別
之
宗
旨
に
成
替
、
今
之
師
匠
之
手
形

⑧
 

取
申
候
ハ
被
成
御
免
候
、

と
あ
り
、
転
宗
者
に
対
し
て
、
新
し
く
帰
依
し
た
宗
派
の
手
形
を
徴
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
京
都
で
は
所
司
代
板
倉
勝
重
、
大
坂
で
は
片
桐

⑨
 

且
元
が
キ
リ
シ
タ
ン
転
宗
に
携
わ
っ
て
い
る
。

宣
教
師
側
の
史
料
で
は
、

一
方
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
を
転
ん
だ
者
は
、
日
本
在
来
の
宗
旨
の

（
マ
マ
）

中
か
ら
、
ど
れ
で
も
好
き
な
も
の
を
一
っ
選
ん
で
そ
れ
に
帰
衣
す

べ
く
、
叉
す
ぐ
様
僧
侶
の
一
人
を
選
ん
で
教
え
の
師
匠
と
な
し
、

両
者
の
間
に
師
弟
の
契
約
書
を
取
り
か
わ
す
べ
し
と
命
じ
て
あ
り

⑩
 

ま
し
た
。

と
、
寺
請
の
内
容
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。

京
都
に
は
、

今
度
御
町
衆
御
い
け
ん
二
付
而
我
等
法
を
か
へ
申
、
則
本
能
寺
へ

参
申
侯
、
す
こ
し
も
い
つ
わ
り
二
て
ハ
無
御
座
侯
。
若
上
ョ
リ
御
尋

被
成
候
ハ
ヽ
、
何
時
成
共
た
の
ミ
申
候
出
家
ヲ
め
し
つ
れ
、
御
こ

と
わ
り
可
申
上
候
。
為
其
後
日
状
如
件
。
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た
ひ
や
町

⑪
 

惣
中
さ
ま
参

町
衆
の
意
見
に
従
っ
て
転
宗
し
、
本
能
寺
を
旦
那
寺
に
頼
ん
で
い
る
証

文
が
残
る
。
翌
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
正
月
十
三
日
の
久
八
身
許
請

如
に
は
、
中
村
加
兵
衛
外
二
名
が
請
人
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
慶
長
末
年
の
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
は
、
続
く
大
坂
の
陣
を
見
越
し

て
、
反
幕
府
勢
力
と
京
坂
キ
リ
シ
タ
ン
の
結
託
を
防
ぐ
意
味
を
持
ち
、

制
度
的
に
は
寺
請
制
の
創
始
が
み
ら
れ
、
更
に
は
宗
旨
人
別
娠
様
の
も

の
を
作
る
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

c
a
m
o
n
 

2

大
坂
の
陣
と
キ
リ
シ
タ
ン

果
た
し
て
大
坂
の
陣
が
始
ま
る
と
、
秀
頼
方
に
は
多
数
の
キ
リ
シ
タ

⑮
 

ン
が
参
加
し
た
。

随
っ
て
秀
頼
の
陣
中
に
は
六
流
の
十
字
架
の
旗
が
翻
っ
て
居
た
。

と
イ
エ
ズ
ス
会
は
伝
え
、
聖
ド
ミ
ニ
コ
会
は
、

秀
頼
の
軍
勢
は
移
し
い
追
放
者
、
お
よ
び
秀
頼
の
勝
利
を
希
望
し

て
参
加
し
た
多
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
で
日
ま
し
に
増
加
し
て
い
っ
た
。

秀
頼
に
は
三
人
の
勇
敢
な
武
将
、
異
教
徒
の
真
田
与
市

S
a
n
a
d
a

Yoichi
〔
左
衛
門
佐
幸
村
〕
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
明
石
掃
部

A
c
a
x
i

お
よ
び
棄
教
者
の
後
藤
又
兵
衛

G
o
t
o

M
a
t
a
b
i
o
y
e
 

（
慶
長
十
八
年
）

丑
十
二
月
十
九
日

久
八
（
花
押
）

3
 

⑭
 

〔
基
次
〕
が
加
わ
っ
た
。

と
報
告
し
て
い
る
。
宣
教
師
た
ち
も
ま
た
、
陣
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
告

解
を
聞
き
、
戦
死
者
の
埋
葬
に
立
ち
合
っ
た
り
す
る
た
め
に
戦
火
の
中

に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

秀
頼
方
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
秀
頼
は
常
に
キ
リ

⑮
 

シ
タ
ン
に
好
意
を
持
っ
て
居
た
の
で
」
と
婉
曲
に
述
べ
た
も
の
も
あ
る

s
>

、
ヵ

す
べ
て
の
人
々
が
秀
頼
の
勝
利
を
望
ん
だ
の
は
、
秀
頼
が
日
本
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
自
由
な
布
教
と
多
数
の
教
会
建
設
を
約
束

⑲
 

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
参
戦
の
裏
に
は
、
何
か
密
約
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

大
坂
の
陣
後
は
、
豊
臣
残
党
狩
り
が
厳
し
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
潜
伏

も
困
難
と
な
っ
て
来
る
。

上
方
の
宣
教
師
は
次
の
如
く
言
っ
て
来
た
。
「
（
略
）
我
等
の
唯
一

の
気
遣
い
は
宿
主
を
危
険
に
あ
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
坂
戦
の

結
果
、
隠
家
が
少
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
内
府
は
ま
た
秀
頼
に

加
担
し
た
人
を
見
付
け
る
為
す
べ
て
の
国
に
捜
索
す
る
命
令
を
出

し
た
か
ら
で
、
い
よ
／
＼
窮
屈
に
な
っ
て
来
た
。
（
以
下
略
）

人
の
出
入
り
が
激
し
い
都
市
で
さ
え
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
隠
れ
住
む
こ
と

は
難
し
く
な
っ
た
。元

和
五
年
の
殉
教

元
和
三
年
(
-
六
一
七
）
十
一
月
に
は
、

所
司
代
板
倉
勝
重
の

「
伴
天
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連
宗
旨
隠
置
者
聞
出
し
次
第
、
一
町
共
ー
一
可
為
曲
事
条
弥
可
申
触
候
事
」

に
対
し
て
町
中
連
判
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
信
者
を
隠
匿
す
る
者
を
告
発
す

⑱
 

べ
き
義
務
を
共
担
し
た
。

し
か
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
尚
町
中
に
潜
ん
で
お
り
、
元
和
五
年
（
一

六
一
九
）
八
月
、
京
都
で
五
十
二
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
処
刑
さ
れ
て
い

る。
（
元
和
五
年
八
月
）

廿
九
日
晴
（
中
略
）
次
ダ
イ
ウ
ス
門
徒
七
条
河
原
き
ァ
火
ア
ブ
リ

六
十
五
•
六
人
御
成
敗
也
、
男
女
子
共
已
下
如
此
、
見
物
群
集
不

⑲
 

及
是
非
義
也
、

こ
の
頃
、
将
軍
秀
忠
は
上
洛
し
て
伏
見
城
に
居
る
。
京
都
で
の
キ
リ

シ
タ
ン
信
者
の
火
刑
は
、
新
政
権
の
力
の
誇
示
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

4

褒
賞
制

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
は
、
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
か
ら
町
触
と

し
て
、
牢
人
隠
匿
や
新
寺
建
立
の
禁
止
等
と
共
に
、

(
8条
）ー

は
て
れ
ん
門
徒
停
止
之
事

右
此
徒
党
、
露
顕
次
第
之
処
死
罪
者
也
。
至
て
厳
重
之
制
法
、

先
年
自
就
彼
門
徒
町
中
に
在
之
者
、
早
速
可
申
出
、
褒
美
可
遣
。

⑳
 

若
隠
置
、
他
所
よ
り
申
出
者
、
其
町
中
可
為
同
罪
事
。

と
通
達
が
あ
り
、
褒
賞
額
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
密
告

を
奨
励
し
、
褒
美
を
約
束
し
て
い
る
。

以
上
、
慶
長
、
元
和
期
の
京
坂
の
キ
リ
シ
タ
ン
政
策
は
、
幕
令
に
す

ぐ
さ
ま
対
応
し
て
迫
害
が
始
ま
り
、
禁
教
諸
制
度
の
萌
芽
を
み
た
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
り
と
反
幕
府
勢
力
の
否
定
を
同
時

に
遂
行
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
京
都
市
内
に
残
る
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
の
う
ち
没
年
の
明

⑪
 

ら
か
な
も
の
は
、
慶
長
十
八
年
(
-
六
一
三
）
で
姿
を
消
す
。
北
摂
地
域

⑫
 

の
墓
碑
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
墓
あ
ば
き
ま
で
は
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
も
の
の
、
十
字
架
や
キ
リ
シ
タ
ン
名
を
刻
ん
だ
墓
碑
の
建
立
は
以

後
出
来
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

註

①
「
当
代
記
」
『
史
籍
雑
纂
』
二
、
1
9
5
頁

③
「
当
代
記
」
『
史
籍
雑
纂
』
二
、
1
9
5
頁

③
「
吉
利
支
丹
物
語
」
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
二
輯
宗
教
部
、
出
頁

④
「
大
久
保
家
記
別
集
」
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
―
―
―
-
、

191
頁

⑤
濱
口
庄
八
訳
「
一
六
一
四
年
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期
大
学
紀

要』

3
、
12
頁

⑥
濱
口
庄
八
訳
「
一
六
一
四
年
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期
大
学
紀

要』

3
、
5
頁

⑦
濱
口
庄
八
訳
「
一
六
一
四
年
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期
大
学
紀

要
』

3
、
9
頁

⑧
吉
田
平
四
郎
氏
所
蔵
文
書
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
二
二
補
遺
、

35
頁

⑨
『
本
光
国
師
日
記
』
二
、
1
0
6
l
l
o
r
頁

⑩
濱
口
庄
八
訳
「
一
六
一
四
年
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期
大
学
紀

要
』

3
、
23
頁

⑪
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
足
袋
屋
町
東
南
家
文
書

m
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第
一
期
（
寛
永
十
年
ま
で
）

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
寛
永
期
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
の
た
め
の
諸

制
度
が
成
立
し
て
く
る
。

京
都
・
大
坂
に
お
い
て
は
、
慶
長
・
元
和
期
に
始
ま
っ
た
こ
ろ
び
者

の
寺
請
が
一
般
に
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
広
範
な
宗
門
改
が
実

施
さ
れ
て
、
宗
旨
人
別
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
過
程
を
、
第
一
期
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
ま
で
、
第
二
期
寛
永

ー
寛
永
期

⑲
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
足
袋
屋
町
東
南
家
文
書
106

⑱
浦
川
和
三
郎
訳
「
一
六
一
五
・
六
年
度
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期

大
学
紀
要
』

3
、
49
頁

⑭
井
手
勝
美
訳
『
オ
ル
フ
ァ
ネ
ー
ル
日
本
キ
リ
＞
タ
ン
教
会
史
』
、

m頁

⑮
浦
川
和
三
郎
訳
「
一
六
一
五
・
六
年
度
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期

大
学
紀
要
』

3
、
47
頁

⑯
井
手
勝
美
訳
『
オ
ル
フ
ァ
ネ
ー
ル
日
本
キ
リ
ン
タ
ン
教
会
史
』
、

153
頁

⑰
浦
川
和
三
郎
訳
「
一
六
一
五
・
六
年
度
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」
『
純
心
女
子
短
期

大
学
紀
要
』

3
、
52
頁

⑱
秋
山
国
三
『
近
世
京
都
町
組
発
達
史
』
、

161
頁

⑲
『
舜
旧
記
』
五
、

169
頁
、
但
し
人
数
は
誤
り
、

⑳
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
足
袋
屋
町
東
南
家
文
書
111

⑪
『
京
都
の
歴
史
』

4
、
186
頁

⑲
『
茨
木
市
史
』
、

m頁

十
一
、
二
年
（
一
六
三
四
、
五
）
頃
、
第
三
期
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）

以
降
の
三
期
に
区
切
り
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一
期
の
画
期
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
と
思
わ
れ
る
。

御
改
被
成
候
吉
利
支
丹
之
儀
ー
一
付
、
た
ひ
や
町
伝
左
衛
門
と
申
仁
、

右
之
御
改
被
成
刻
5

我
等
た
ん
な
に
て
御
座
侯
。
自
然
公
儀
よ
り

御
尋
被
成
候
者
、
我
等
罷
出
相
さ
は
き
可
申
候
。
拾
人
組
御
町
中

へ
も
御
な
ん
懸
申
間
敷
候
。
例
後
日
状
如
件
。

本
能
寺
内

詮
立
坊
（
花
押
）

寛
永
八
年
壬
十
月
十
日

た
ひ
や
町
惣
中

①
 参

こ
れ
を
以
て
、
一
般
人
を
対
象
と
し
た
寺
請
と
解
釈
す
る
向
き
も
あ

⑨
 

る
が
、
伝
左
衛
門
が
詮
立
坊
檀
那
と
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
「
御

改
被
成
刻
6

」
で
あ
る
。
加
え
て
同
じ
東
南
家
所
蔵
文
書
の
な
か
に
、

寛
永
十
二
年
（
一
六
＿
―
-
五
）
十
月
、
綾
小
路
通
た
ひ
や
町
伝
左
衛
門
の
「
今

度
牛
買
申
候
て
御
尋
二
付
申
上
候
」
と
い
う
下
書
が
あ
っ
て
、
「
我
と

ハ
右
ハ
吉
支
丹
之
こ
ろ
ひ
も
の
二
而
ハ
御
座
侯
へ
共
、
何
年
之
御
法
度
ニ

⑧
 

付
こ
ろ
ひ
申
候
。
今
程
ハ
法
花
宗
二
而
本
能
寺
仙
龍
坊
旦
那
二
而
御
座
候
。
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
左
衛
門
は
転
宗
者
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
キ

リ
シ
タ
ン
の
存
在
は
「
拾
人
組
」
や
「
町
中
」
に
と
っ
て
「
御
な
ん
」

で
あ
っ
た
。

周
辺
の
村
落
に
お
い
て
も
、

以
上
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急
度
申
遣
候
、
此
以
前
度
と
申
触
候
、
於
在
と
牢
人
井
た
い
う
す

門
徒
拘
置
候
儀
、
堅
御
法
度
事
候
間
、
自
今
以
後
拘
置
間
敷
候
。

自
然
由
断
及
隠
置
候
ハ
ヽ
、
其
一
在
所
可
為
曲
事
候
。
弥
可
得
其

意
候
。
当
村
内
寺
庵
在
之
ハ
、
此
儀
能
と
可
申
渡
候
。
就
中
新
地

ニ
寺
を
立
、
寺
号
院
号
為
私
付
置
儀
、
御
法
度
之
事
候
間
、
是
又

可
申
触
者
也
。

寛
永
八
年

閏
十
月
廿
日

白
川

下
鴨
容
ケ
崎

（
十
力
村
略
）

右
庄
屋④

 

百
姓
中

所
司
代
板
倉
重
宗
が
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
令
を
繰
り
返
す
よ
う
に

触
を
出
し
て
い
る
。
牢
人
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
拘
置
厳
禁
は
「
此
以
前
度

ヽ
申
触
」
れ
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
神
父
の
報
告
を
み
る
と
、

（
寛
永
八
年
）

一
六
三
一
年
の
暮
れ
、
全
般
的
で
し
か
も
猛
烈
な
迫
害
が
起
こ
っ

た
。
（
略
）
京
都
、
伏
見
、
大
阪
、
堺
の
四
つ
の
町
で
は
、
信
徒
に

隠
れ
家
を
提
供
す
る
こ
と
は
死
罪
を
も
っ
て
厳
禁
さ
れ
、
こ
の
こ

と
は
公
に
布
告
さ
れ
て
い
た
。
（
略
）
自
分
の
家
を
所
有
し
て
い
た

信
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
信
仰
を
棄
て
た
。
し
か
し
、
小
さ
な
借

屋
住
ま
い
の
貧
し
い
信
徒
た
ち
は
、
か
か
わ
り
合
い
を
恐
れ
る
異

周
防
固

⑤
 

教
徒
の
金
持
ち
か
ら
体
よ
く
追
い
出
さ
れ
た
。

と
あ
り
、
都
市
に
多
い
借
屋
人
層
の
苦
難
が
窺
え
る
。

大
坂
に
お
い
て
は
、
充
分
史
料
の
性
格
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

難
波
村
預
り
と
な
っ
た
「
道
頓
堀
乞
食
之
内
吉
利
支
丹
こ
ろ
ひ
男
女
共

⑥
 

拾
人
」
は
す
べ
て
、
寛
永
八
年
に
転
宗
し
て
い
る
。

ま
た
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
＿
―
-
五
）
の
転
宗
者
の
俗
請
証
文
が
残
り
、

「
七
右
衛
門
と
申
も
の
、
四
年
以
前
迄
き
り
志
た
ん
二
而
御
座
候
へ
共
、

⑦
 

こ
ろ
び
申
故
」
と
あ
っ
て
、
遡
っ
て
寛
永
八
年
の
棄
教
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
寛
永
八
年
の
京
坂
の
厳
し
い
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
り
の
影
響
の
下
、

⑧
 

紀
州
藩
で
は
こ
の
年
宗
門
改
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
。

翌
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
も
、
京
都
所
司
代
は
「
牢
人
井
た
い
う

⑨
 

す
門
徒
拘
置
儀
、
堅
御
法
度
」
と
触
を
出
し
て
い
る
。

寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
十
一
月
五
日
の
「
河
州
石
川
郡
之
内
新
堂
村

五
人
組
之
帳
」
前
書
で
は
、
早
く
も
、

(
7
条
）一

き
り
し
た
ん
の
宗
旨
の
も
の
御
座
候
ハ
ヽ
、
即
刻
可
申
上
侯
、

⑩
 

同
宗
旨
の
者
―
-
―
夜
の
宿
を
も
借
し
申
間
敷
事
、

と
、
五
人
組
の
連
帯
責
任
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
と
信
者
の
隠
匿
禁

止
を
誓
わ
せ
て
い
る
。

2

第
二
期
（
寛
永
十
一
、
二
年
）

寛
永
十
一
、
二
年
（
一
六
三
四
、
五
）
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
の

一
大
画
期
で
あ
る
。
特
に
十
二
年
は
、
以
後
、
一
般
に
五
人
組
と
寺
請

の
全
国
的
な
家
並
宗
門
人
別
改
が
実
施
さ
れ
て
い
く
年
と
な
る
。
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正
順
書
判

京
・
大
坂
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
っ
た
ろ
う
。

遵
叶
一
年
正
月
、
河
州
丹
北
郡
更
池
村
「
定
条
ミ
」
に
は
、

⑪
 

一
牢
人
井
き
り
し
た
ん
、
村
中
隠
置
申
間
敷
事

と
記
さ
れ
て
い
る
。

同
年
に
は
、
一
般
に
対
す
る
宗
旨
手
形
が
作
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
大
坂
三
郷
町
中
御
取
立
承
伝
記
」
中
「
往
古
之
宗
旨
手
形
之
事
」
と

し
て
、

大
工
町
三
丁
目
岡
弥
五
左
衛
門
殿
宗
旨
者
本
願
寺
門
徒
二
而
御
座
侯
、

則
夫
婦
女
子
弐
人
已
上
四
人
共
、
我
等
之
旦
那
二
而
御
入
候
、
為
其

一
札
如
此
侯
、

寛
永
十
一
暦
内
本
町
橋
ョ
リ
三
丁
目

戌

五

月

廿

八

日

安

養

寺

⑬
 

御
町
江
参

と
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。
全
国
的
実
施
の
前
年
に
は
、
転
宗
者
以
外
の

一
般
民
衆
に
つ
い
て
も
寺
請
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

が
、
執
拗
な
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
り
の
網
を
潜
っ
て
、
尚
上
方
に
は
信

者
が
潜
伏
し
て
い
た
。

以
上

一
筆
申
入
候
、
従
長
崎
伴
天
連
の
訴
人
有
之
付
て
、
松
平
周
防
守
、

永
井
日
向
守
、
片
桐
出
雲
守
知
行
所
に
て
、
伴
天
連
と
ら
へ
候
由

申
来
候
、
然
は
右
の
党
類
上
方
に
可
有
之
候
間
、
大
坂
町
中
其
外

在
々
所
々
、
堅
致
穿
盤
、
急
度
可
相
改
由
被
仰
出
候
、
此
旨
御
料

私
領
中
江
も
、

（
寛
永
十
一
年
）

九
月
十
日

能
々
可
被
相
達
候
、

恐
々
謹
言
、

堀
田
加
賀
守
正
盛
判

阿
部
甍
後
守
忠
秋
判

松
平
伊
豆
守
信
網
判

土
井
大
炊
頭
利
勝
判

阿
部
備
中
守
殿

久
貝
因
幡
守
殿

⑬
 

曽
我
又
左
衛
門
殿

老
中
よ
り
大
坂
城
番
阿
部
正
次
及
び
大
坂
町
奉
行
久
貝
、
曽
我
両
名
に
、

大
坂
町
中
は
勿
論
、
上
方
の
直
轄
領
私
領
の
キ
リ
シ
タ
ン
穿
盤
を
命
じ

て
い
る
。

こ
の
命
に
応
じ
て
、
厳
し
い
取
り
調
べ
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

河
州
交
野
郡
寺
村
、
森
村
で
は
、
「
御
約
束
申
一
札
之
事
」
と
し
て
仏

寺
の
門
徒
で
あ
る
旨
誓
っ
て
い
る
が
、
「
如
此
御
穿
竪
不
浅
候
故
、
判

⑭
 

形
之
儀
頼
入
候
」
と
い
う
具
合
に
、
一
般
の
人
々
も
安
穏
で
は
居
ら
れ

ず
、
住
持
の
判
形
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

京
都
で
も
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
は
、

一
切
支
丹
改
之
儀
者
寛
永
十
一
年
板
倉
周
防
守
殿
山
城
国
中
被
相

⑮
 

改、

惣
国
改
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
国
中
改
は
、
一
般
の
人
々
も

す
べ
て
、
旦
那
寺
か
ら
宗
旨
手
形
を
取
る
こ
と
、
他
国
者
に
つ
い
て
も

俄
頼
み
の
旦
那
寺
で
な
い
こ
と
や
先
祖
の
宗
旨
を
調
べ
る
こ
と
等
が
義

⑩
 

務
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
行
く
宛
の
な
い
キ
リ
シ
タ
ン
が
、
家
族
単
位
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で
流
浪
し
て
い
る
様
も
伝
わ
る
。

小
括
す
る
と
、
京
・
大
坂
で
は
寺
請
等
の
全
国
的
実
施
に
先
駆
け
て
、

寛
永
十
一
年
(
-
六
三
四
）
に
は
一
般
に
対
す
る
宗
旨
改
、
寺
請
が
か
な

り
厳
密
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

翌
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
、
老
中
酒
井
忠
勝
は
若
狭
小
浜
の
国
許

⑰
 

に
、
宗
旨
改
は
「
京
大
坂
改
様
」
を
手
本
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
程
で

あ
る
。こ

の
年
十
月
、
所
司
代
板
倉
重
宗
は
い
わ
ゆ
る
南
蛮
誓
詞
を
、
「
禁

裏
・
仙
洞
・
女
院
内
衆
・
公
家
門
跡
内
衆
」
か
ら
町
人
・
百
姓
・
召
仕

に
至
る
ま
で
、
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
者
か
ら
徴
収

⑱
 

し
た
。
す
な
わ
ち
、

J
u
r
a
m
e
n
t
o
 (
起
諸
）

吉
利
支
丹
こ
ろ
ひ
申
じ
ゅ
ら
め
ん
と
の
事

(
1
条
）

一
我
と
ハ
何
年
よ
り
何
年
ま
て
き
り
し
た
ん
に
て
御
座
候
へ
共
、

何
年
の
御
法
度
よ
り
こ
ろ
ひ
申
候
事
、
う
た
か
ひ
無
之
候
。
今

程
な
に
の
宗
体
に
て
御
座
候
。

(
2
条
）

一
吉
利
支
丹
宗
旨
ー
一
成
此
前
方
ね
か
ひ
申
事
、
今
に
後
悔
に
て
御

座
候
間
、
後
と
末
代
き
り
し
た
ん
に
立
帰
る
事
仕
間
敷
候
。
同

妻
子
け
ん
ぞ
く
他
人
へ
も
其
す
A

め
仕
間
敷
候
。
自
然
何
方
よ

C
o
n
f
i
s
s
a
n
 (
告
認
）

り
伴
天
連
参
こ
ん
ひ
さ
ん
の
す
す
め
な
す
と
云
共
、
此
書
物
判

を
い
た
し
申
上
ハ
、
其
儀
か
つ
て
以
妄
念
に
も
を
こ
し
取
あ
っ

か
う
事
に
同
心
い
た
す
ま
し
く
候
。
も
と
の
き
り
し
た
ん
に
立

帰
る
に
を
い
て
ハ
、
じ
ゅ
ら
め
ん
と
の
起
請
文
以
て
是
を
て
つ

す
る
者
也
。

(
3
条
）

ニ
ハ
天
公
で
う
す
さ
ん
た
ま
り
や
を
は
し
め
た
て
ま
つ
り
も

J
n
f
e
r
n
o
 (
地
獄
）

一
上

A
n
j
o
 (
天
使
）

ろ

l
＼
の
あ
ん
じ
よ
の
蒙
御
罰
、
死
て
ハ
い
ん
へ
る
の
と
云
於

獄
所
諸
天
狗
の
手
に
渡
り
、
永
と
五
寒
三
熱
の
く
る
し
ミ
を
請
、

L
a
z
a
r
o
 (
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
ラ
ザ
ロ
）

重
而
又
現
世
に
て
ハ
追
付
ら
さ
る
に
な
り
人
に
白
韻
黒
瀬
と
よ

ハ
る
へ
き
者
也
。
初
お
そ
ろ
し
き
し
ゅ
ら
め
ん
と
如
件
。

寛

永

拾

弐

年

何

と

村

十

月

こ

ろ

ひ

誰
判

妻
子
判

右
三
ヶ
条
ハ
こ
ろ
ひ
侯
き
り
し
た
ん
に
書
也
。
取
可
申
奥
ニ
ヶ

条
ハ
惣
様
百
姓
共
井
召
仕
候
者
迄
書
也
。
庄
屋
所
ー
一
請
取
置
可

申
者
也
。

（
寛
永
十
二
年
）

亥
十
月
十
日

周
防
固

東
塩
小
路

庄
屋

⑲
 

百
姓
中

長
文
に
わ
た
っ
た
が
、
こ
れ
が
南
蛮
誓
詞
の
雛
形
で
あ
る
。
奥
書
に
あ

る
よ
う
に
、
転
宗
者
は
全
三
ヵ
条
を
書
い
て
再
び
キ
リ
シ
タ
ン
に
戻
ら

な
い
こ
と
を
誓
い
、
「
惣
様
百
姓
共
井
召
仕
候
者
迄
」
信
者
以
外
の
す

べ
て
の
者
は
奥
ニ
ヵ
条
を
提
出
し
た
。

信
仰
し
て
来
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
名
に
か
け
て
棄
教
を
誓
う
こ
と

は
、
日
本
の
神
仏
に
起
請
す
る
よ
り
一
層
効
果
的
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と

の
決
定
的
な
訣
別
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
南
蛮
誓
詞
が
、
キ
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リ
シ
タ
ン
に
詳
し
い
板
倉
重
宗
の
創
作
で
あ
る
の
か
、
こ
ろ
び
伴
天
連

沢
野
忠
庵
あ
た
り
の
発
想
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

南
蛮
誓
詞
徴
収
の
命
を
受
け
て
、
宗
旨
人
別
帳
の
先
駆
的
形
態
と
も

言
う
べ
き
冊
子
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
「
吉
利
支
丹
宗
旨
に
て
無
之
一

札
」
と
題
し
、
前
掲
の
南
蛮
誓
詞
奥
ニ
ヵ
条
を
前
書
と
し
て
、

寛

永

拾

弐

年

六

角

町

十
月

清

兵

衛

（

花

押

）

た

け

〈

印

〉

母

＠

ヽ

ヽ

ヽ

つ

■R

内

⑲

か

め

同

―

子
八
兵
衛
（
花
押
）
久
七
（
花
押
）

弟
庄
二
郎
（
花
押
）
や
な
•
＿

ぉ
ぃ
甚
三
郎
（
花
押
）

⑳
 

（
以
下
略
）

と
、
連
署
押
印
部
分
が
続
く
。
四
十
一
家
三
百
十
三
人
が
、
上
段
は
家

長
を
先
頭
に
町
人
の
家
族
、
下
段
は
そ
の
家
の
下
人
達
、
そ
し
て
町
人

も
家
持
と
借
屋
衆
と
に
明
確
に
区
別
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
旨
こ

そ
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
家
と
人
が
確
実
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
そ
の
奥
書
に
は
、
「
吉
利
支
丹
起
請
文
書
物
、
家
持
借
屋
妻
子
下
人

R
 

迄
、
町
中
家
内
ー
一
居
申
者
之
分
壱
人
も
不
残
」
と
あ
り
、
徹
底
し
た
家

並
宗
旨
改
の
程
度
に
注
目
し
た
い
。

同
冊
子
に
は
「
吉
利
支
丹
褒
美
之
事
」
と
、
褒
賞
額
を
載
せ
た
訴
人

3
 

褒
賞
規
定
が
あ
り
、
「
銀
子
井
伴
天
連
之
家
屋
敷
可
被
下
」
と
な
っ
て

R
 

い
る
。
同
日
付
、
褒
賞
額
同
額
の
規
定
が
、
大
坂
町
奉
行
か
ら
も
出
さ

＠
 

れ
、
河
州
錦
部
郡
観
心
寺
領
に
残
る
。
が
、
都
市
部
で
な
い
せ
い
か
、

褒
美
は
銀
子
の
み
で
、
家
屋
敷
の
文
言
は
な
い
。

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
二
月
の
京
都
町
触
に
は
、
①
キ
リ
シ
タ
ン

穿
盤
を
油
断
な
く
行
な
う
こ
と
、
①
こ
ろ
び
も
の
の
書
付
作
成
、
①
キ

リ
シ
タ
ン
が
医
者
を
装
っ
て
隠
れ
て
い
る
の
で
心
得
る
こ
と
、

0
耕
作

を
し
な
い
不
審
な
者
を
召
連
れ
る
こ
と
、
伺
道
橋
の
保
全
を
、
山
城
国

R
 

中
に
命
じ
て
い
る
。

信
者
摘
発
、
迫
害
の
段
階
を
過
ぎ
て
、
転
宗
者
の
管
理
に
乗
り
出
し
、

農
村
の
支
配
強
化
に
目
を
転
じ
る
時
期
に
来
た
よ
う
だ
。

第
二
期
寛
永
十
一
、
二
年
に
は
、
全
国
的
政
策
に
先
ん
じ
て
一
般
の

寺
請
、
宗
旨
改
を
行
な
い
、
そ
の
厳
重
さ
、
緻
密
さ
を
以
て
、
京
・
大

坂
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
ほ
ぼ
一
掃
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

第
三
期
（
寛
永
十
六
年
以
降
）

島
原
・
天
草
の
乱
は
、
京
坂
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
に
特
に
転
機
を

与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
邪
教
観
は
強
ま
り
、
取
締
り
は
厳
し

さ
を
増
し
た
。

か
つ
て
高
山
右
近
が
領
し
た
高
槻
辺
に
は
、
ま
だ
信
仰
を
棄
て
な
い⑳

 

者
が
い
た
ら
し
く
、
老
中
連
署
奉
書
を
以
て
穿
盤
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
を
第
三
の
画
期
と
す
る
の
は
、
こ
の
年
京

坂
で
も
宗
旨
人
別
帳
が
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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本
願
寺
下

西
宝
寺

同

寺

同

形
同

寺
同

寺

同

寺
（
以
下
懸

家
毎
人
毎
に
宗
派
、
旦
那
寺
ま
で
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
家
持
と
借
屋

人
の
区
別
は
な
く
、
人
数
の
合
計
を
欠
い
て
い
る
。
少
々
整
備
の
余
地

は
残
る
が
、
ほ
ぼ
完
壁
な
宗
旨
人
別
帳
と
言
っ
て
よ
い
。

下
人
源

き
く
や

友

知
女

房

子

す

て

孫
市
兵
衛ば

二，

現
存
す
る
最
古
の
宗
旨
人
別
帳
は
、
寛
永
十
一
年
二
六
三
四
）
の
長

崎
平
戸
町
、
横
瀬
浦
町
の
も
の
と
言
わ
れ
、
人
別
に
宗
旨
と
旦
那
寺
の

記
入
が
あ
り
、
男
女
別
に
人
数
合
計
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
の

が
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
美
濃
の
も
の
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
十
六
年

の
作
成
は
比
較
的
早
い
方
の
部
類
で
あ
る
。

大
坂
菊
屋
町
の
「
寛
永
十
六
年
宗
旨
御
改
之
帳
」
を
検
討
し
て
み
よ

．゚＇ 前
書
の
部
分
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
家
を
貸
さ
ぬ
こ
と
、
他
所
よ
り

の
借
屋
人
は
宗
旨
を
改
め
、
寺
請
を
さ
せ
る
こ
と
、
牢
人
に
宿
を
貸
す

こ
と
等
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
牢
人
に
対
す
る
条
項
は
万
治
二
年
（
一

六
五
九
）
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
の
宗
旨
人
別
帳
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
。記

載
様
式
は
、

一
旦
那
寺

大
坂
菊
屋
町
は
都
市
部
で
あ
る
が
、
同
年
六
月
に
は
摂
州
島
上
郡
高

浜
村
で
も
宗
旨
人
別
帳
が
作
ら
れ
て
い
る
。
先
立
つ
こ
と
二
月
に
、
板

倉

重

宗

が

「

宗

旨

を

書

付

」

け

、

：

一
其
在
所
男
女
共
ー
一
人
数
何
程
生
家
数
共
ー
一
帳
ー
ー
作
り
、
庄
屋
肝
煎

判
形
仕
、
此
方
へ
も
差
上
郷
中
二
も
置
可
申
事
、

と
、
帳
面
化
す
る
こ
と
を
命
じ
、

一
家
主
又
兵
衛

此
璽
居
申
候
人
』

雛
形
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。

六
月
に
は
「
摂
州
御
知
行
所
吉
利
支
丹
改
之
帳
」
と
し
て
提
出
し
て

い
る
。

禅
宗

一

家

主

六

右

衛

門

此

家

ノ

人

数

壱
人
女
房

壱
人
男
子

合
三
人⑲

 

（
以
下
略
）

家
主
を
先
頭
に
そ
の
宗
旨
、
家
内
の
内
訳
、
人
数
合
計
、
場
合
に
よ
っ

て
、
縁
付
、
養
子
の
状
況
も
記
し
て
あ
る
が
、
家
内
の
名
前
は
省
い
て

い
る
。同

じ
く
寛
永
十
六
年
、
京
都
で
は
、
他
所
か
ら
来
た
者
に
つ
い
て
、

＠
 

身
元
を
確
か
め
、
請
人
を
取
る
よ
う
通
達
し
て
い
る
。
都
市
で
は
人
の

出
入
り
を
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

家
屋
敷
を
買
取
る
場
合
に
も
、
請
人
を
立
て
て
証
文
を
提
出
し
た
。
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一
寿
正
院
屋
敷
、
久
左
衛
門
と
申
仁
、
買
申
候
。
此
人
御
法
度
之

牢
人
二
て
も
き
り
し
た
ん
二
而
も
無
之
候
。
一
段
槌
ー
一
成
人
―
―
て

御
座
候
。
則
下
京
黍
原
土
下
俵
屋
町
之
人
二
而
御
座
候
。
宗
旨
ハ

浄
土
宗
二
而
御
座
候
。
但
女
房
衆
ハ
に
し
き
之
小
路
中
ノ
魚
之
棚

之
生
れ
、
宗
旨
ハ
法
花
宗
二
而
御
座
候
。
夫
婦
子
共
二
吉
利
支
丹

え
こ
ろ
ひ
人
二
而
も
無
之
候
。
御
町
之
御
法
度
万
事
相
背
申
間

敷
候
。
為
其
初
後
日
之
請
状
如
件
。
請
人

寛

永

弐

十

一

年

仏

光

寺

東

大

黒

屋

町

忠

兵

衛

固

き
の
へ
申
ノ
八
月
三
日

⑱
 

御
町
中
様
参

牢
人
で
も
な
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
も
転
び
で
も
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
始

め
て
、
町
内
に
居
住
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

村
落
で
も
、
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
、

一
吉
利
支
丹
宗
門
之
儀
、
前
簾
申
越
候
通
、
弥
可
申
付
、
郷
中
に

⑲
 

有
之
行
人
、
乞
食
迄
、
不
審
成
も
の
を
念
を
入
相
改
可
申
事
、

と
申
渡
し
、
不
審
な
者
す
べ
て
を
警
戒
し
た
。

寛
永
十
六
年
以
降
の
特
色
は
、
第
一
に
宗
旨
人
別
帳
の
出
現
で
あ
り
、

町
や
村
か
ら
徹
底
的
に
牢
人
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
締
出
す
方
向
で
あ
ろ
う
。

4

京
都
所
司
代
と
大
坂
町
奉
行

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
、
専
門
の
宗
門
改
役
が
設
置
さ
れ
る
ま
で

は
、
西
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
政
策
に
は
長
崎
奉
行
が
重
要
な
役
割
を
演

買
主

久
左
衛
門
⑲

⑲
 

じ
て
い
た
。

京
都
所
司
代
及
び
大
坂
町
奉
行
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。

畿
内
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
関
し
て
優
越
し
た
権
限
を
有
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

京
・
大
坂
の
キ
リ
シ
タ
ン
政
策
は
、
幕
府
直
轄
都
市
と
し
て
幕
令
に

対
応
す
る
以
前
に
、
幕
府
の
意
図
を
先
取
り
す
る
格
好
で
進
め
ら
れ
て

い
る
。例

え
ば
、
い
わ
ゆ
る
南
蛮
誓
詞
の
神
文
に
は
数
種
の
別
が
あ
り
、
そ

れ
は
京
都
の
板
倉
周
防
守
系
と
長
崎
の
竹
中
采
女
系
の
も
の
等
に
大
別

R
 

出
来
る
と
言
う
。
周
防
守
系
の
南
蛮
誓
詞
の
分
布
等
は
具
体
的
な
指
標

に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
寛
永
十
五
年
(
-
六
―
-
＿
八
）
に
紀
州
伊
都
郡
名
倉
村
で
キ
リ
シ

タ
ン
が
発
覚
し
た
と
き
、
紀
州
藩
家
老
は
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
と
連

⑲
 

絡
を
と
り
な
が
ら
取
締
り
を
行
な
っ
た
と
言
う
。

大
坂
町
奉
行
に
関
し
て
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
寛
永
十
一
年
（
一

R
 

六
三
四
）
老
中
奉
書
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
穿
墜
に
つ
い
て
上
方
で
の
指
導

的
優
位
を
記
し
て
い
る
。

更
に
、
鎖
国
完
成
の
後
、
西
国
沿
海
の
諸
大
名
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来

⑭
 

航
の
と
き
は
、
長
崎
奉
行
と
大
坂
町
奉
行
へ
注
進
す
る
こ
と
を
命
じ
、

大
阪
町
奉
行
に
は
、
沿
海
防
備
の
た
め
手
薄
に
な
っ
た
諸
大
名
領
国
で
、

再
び
キ
リ
シ
タ
ン
が
徒
党
を
組
ん
で
決
起
し
た
場
合
の
処
置
を
示
し
て

⑮
 

い
る
。京

都
所
司
代
及
び
大
坂
町
奉
行
に
は
、
長
崎
奉
行
の
よ
う
に
、
キ
リ

- 46 -



シ
タ
ン
問
題
を
通
し
て
他
領
に
介
入
す
る
よ
う
な
職
権
は
認
め
ら
れ
な

ヽ゚

，
 

が
、
板
倉
父
子
に
し
ろ
、
長
崎
奉
行
を
務
め
た
曽
我
古
祐
に
し
ろ
、

キ
リ
シ
タ
ン
に
関
す
る
知
識
は
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

上
方
の
キ
リ
シ
タ
ン
対
策
に
つ
い
て
は
、
京
都
所
司
代
、
大
坂
町
奉

行
の
指
導
的
役
割
が
指
摘
出
来
る
だ
ろ
う
。

註

①
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
足
袋
屋
町
東
南
家
文
書
129

③
清
水
紘
一
『
キ
リ
ン
タ
ン
禁
制
史
』
、

182
頁

③
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
足
袋
屋
町
東
南
家
文
書

131

④
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
山
科
区
荻
野
家
文
書
A
-
1

⑤
ト
マ
ス
・
オ
イ
テ
ン
プ
ル
ク
著
、
石
井
建
吾
訳
『
5
貼
＊
戸
虹
虹
5

コ
会
士
た
ち
』
、

259
し
260
頁

⑥
岡
本
良
一
・
内
田
九
州
男
編
『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
上
巻
、

⑦
『
島
本
町
史
』
資
料
編
、

137
頁

⑧
播
磨
良
紀
「
紀
州
藩
に
お
け
る
宗
門
改
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」

方
史
研
究
」

6
、
15
頁

⑨
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
山
科
区
荻
野
家
文
書
A
-
1

⑩
『
富
田
林
市
史
』
第
4
巻
史
料
編
1
、
iIO
頁

⑪
『
松
原
市
史
』
第
3
巻
史
料
編
1
、

m頁

⑫
『
大
阪
市
史
』
第
五
、

23
頁

⑱
『
通
航
一
覧
』
五
、

179
頁

⑭
『
交
野
市
史
』
口
絵
写
真
、
森
村
分
は
311
し
312
頁

⑮
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
上
巻
、

370
頁

フ
ラ
ン
ン
ス

2
頁

『
和
歌
山
地

⑯
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
山
科
区
荻
野
家
文
書
A
-
1

⑰
藍
田
伊
人
「
『
切
支
丹
改
め
』
開
始
年
代
を
確
定
す
る
一
史
料
」
『
歴
史
地
押
，

6
5
|
2
、
79頁

⑱
海
老
沢
有
道
「
南
蛮
誓
詞
の
下
限
」
『
日
本
歴
史
」

116
号

⑲
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
若
山
家
文
書
A
-
9

⑳
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
中
京
区
北
錮
音
山
町
文
書
B
'
9
|
1

⑪
『
河
内
長
野
市
史
』
第
六
巻
史
料
編
三
、
甲
頁

⑫
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
山
科
区
荻
野
家
文
書A
-
1—

1

⑳
『
茨
木
市
史
』
、

47
し
48
頁

⑳
阪
本
平
一
郎
、
宮
本
又
次
著
『
大
坂
菊
屋
町
宗
旨
人
別
帳
』
第
一
巻
、

1
し
4
頁

⑮
『
島
本
町
史
』
史
料
編
、

113
し
山
頁

⑱
『
島
本
町
史
』
史
料
編
、

131im
頁

⑰
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
山
科
区
荻
野
家
文
書
A
-
1

⑱
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
下
京
区
足
袋
屋
町
東
南
家
文
書
138

⑲
『
松
原
市
史
』
第
3
巻
史
料
編
1
、
115
し
116
頁

⑳
清
水
紘
一
「
近
世
初
頭
長
崎
奉
行
の
一
考
察
」
『
中
央
史
学
』
創
刊
号

⑪
海
老
沢
有
道
「
南
蛮
誓
詞
の
下
限
」
『
日
本
歴
史
』

116
号

⑲
播
磨
良
紀
「
紀
州
藩
に
お
け
る
宗
門
改
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」

方
史
研
究
』
6
、

15
頁

R
『
通
航
一
覧
』
五
、

119
頁

⑳
『
通
航
一
覧
』
八
、

151
頁

⑮
『
通
航
一
覧
』
八
、
ぼ
頁

『
和
歌
山
地

む
す
び

京
都
・
大
坂
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
が
、
幕
令
に
忠
実
に
展
開
さ
れ
、
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或
い
は
そ
の
意
図
を
先
取
り
し
て
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
得
た
こ

と
と
思
う
。

ま
た
、
キ
リ
シ
タ
ン
根
絶
と
共
に
牢
人
取
締
り
も
幕
藩
体
制
確
立
期

の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
借
屋
人
層
の
把
握
、
管
理
も
都
市
な
ら
で
は

の
政
策
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
の
み
が
独
り
歩

き
し
た
の
で
は
な
く
、
幕
政
初
期
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
巧
妙
に
か
ら
め

な
が
ら
、
支
配
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

長
崎
奉
行
の
、
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
に
対
す
る
権
限
程
は
考
え
ら
れ
ぬ

ま
で
も
、
京
都
所
司
代
、
大
坂
町
奉
行
の
指
導
的
立
場
も
認
め
て
よ
い

か
と
思
う
。

当
地
域
で
の
禁
教
政
策
は
、
島
原
・
天
草
の
乱
を
契
機
に
展
開
し
た

よ
う
な
生
温
い
も
の
で
は
な
く
、
大
坂
の
陣
を
控
え
て
、
キ
リ
シ
タ
ン

と
反
幕
勢
力
の
結
託
を
怖
れ
た
幕
府
が
、
大
久
保
忠
隣
を
上
洛
さ
せ
た

と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。

江
戸
に
対
峙
す
る
京
都
・
大
坂
と
い
う
意
識
は
充
分
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
し
、
当
地
域
に
お
け
る
キ
リ
シ
ク
ン
取
締
り
や
人
民
統
治
は
、

幕
威
の
浸
透
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
シ
ク
ン
を
梃
子
に
上
方
の
支
配
を
強
化
し
、
禁
教
を
理
由
に
民

衆
を
相
互
監
視
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
、
幕
政
を
安
定
さ
せ
た
の
で
あ

る。
近
世
国
家
は
、
外
に
は
、
神
国
日
本
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
思
想
的

事
由
で
キ
リ
シ
タ
ン
を
拒
絶
し
、
国
を
閉
ざ
し
た
。
そ
し
て
内
に
は
、

国
を
奪
う
邪
教
で
あ
る
と
思
い
知
ら
せ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、-

近
世
国
家
は
、
自
ら
を
成
り
立
た
せ
、
確
立
し
て
い
っ
た
と
言
え
ま
い

n
o
 

力
本
稿
は
、
京
坂
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
料
と
い
う
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
も

の
か
ら
、
事
実
関
係
を
拾
い
出
し
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
。

肝
心
の
京
・
大
坂
周
辺
の
畿
内
近
国
と
の
比
較
、
考
察
が
欠
落
し
て

し
ま
っ
た
等
、
多
く
の
欠
点
を
省
み
な
が
ら
、
茫
洋
と
し
て
い
た
京
・

大
坂
キ
リ
シ
ク
ン
の
有
様
が
少
し
は
自
分
自
身
で
思
い
描
け
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
収
穫
を
得
て
、
考
察
を
終
え
る
。

＾
付
記
＞
本
稿
は
昭
和
五
十
八
年
度
提
出
の
修
士
論
文
を
、
発
表
用

に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
導
下
さ
い
ま
し
た
有
坂
隆
道
教
授
、
津
田
秀
夫
教
授
、

そ
し
て
数
多
の
諸
兄
の
御
助
言
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

（
大
阪
市
史
料
調
査
会
、
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